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第１章 空家等対策計画の概要 

 

１．計画策定の背景と目的 

  近年、適切に管理されていない空家等が増加し、防災、衛生、景観等の地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼす中、平成２６年１１月２７日に「空家等対策の推進に

関する特別措置法（以下、「法」という。）」が公布されました。 

  本町は明治４３年に大町炭鉱が開口となり、昭和４年に杵島炭鉱が設立され、各地

から労働者が集まり、昭和１６年には人口２４，０００人の最盛期を迎えましたが、

昭和４４年に閉山されたことにより、急激な人口減少が始まり、現在に至っています。 

  こうした背景から、本町には数多くの炭鉱住宅が現存しており、空家となる長屋が

増加しています。これらの住宅の居住者においても高齢化などの問題を抱えており、

さらなる空家の増加にもつながることから、空家化の予防、活用・流通の促進、管理

不全対策、跡地利用の誘導といった視点からの取組を進め、活力ある地域づくりの実

現が求められています。 

  本町においては、法の公布に先行し、平成２５年１月１日に「大町町空き家等の適

正管理に関する条例（以下、条例という。）」を施行し、空家等の問題に取り組んでき

ました。 

  これらを踏まえ、町民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の

保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成３０年４月に「大町町空家

等対策計画（以下、「本計画」という。）」を策定後、令和５年３月に一部改訂し、空

家等対策の推進を図っています。 

  今回は、条例の一部改正、関係する規則及び要綱等の一部改正又は廃止に伴い、本

計画の一部を見直しました。 
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２．計画の位置づけ 

  本計画は、法第６条の規定に基づき策定し、空家等に対する対策を総合的かつ計画

的に実施するために、本町が取り組むべき対策の方向性等について、基本的な考え方

を示したものです。 

  なお、計画の推進にあたっては、条例や大町町第５次総合計画、第２期大町町まち・

ひと・しごと創生総合戦略との整合性・連携を図りながら空家等対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間       

  本計画の計画期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

大町町第５次総合計画 

大 町 町 空 家 等 対 策 計 画 

大町町空家等の適正管理に関する条例 

大町町空き家バンク制度要綱 

大町町危険な空家除却事業費補助金交付要綱 

大町町空き家活用対策事業補助金交付要綱 

関 連 条 例 等 

国 
空家等対策の推進に関する特別措置法 

【ガイドライン】 

・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

・「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 

町 
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４．空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

 

（１）対象地区 

本計画の対象地区は、町内全域とします。 

 

（２）対象とする空家等の種類 

本計画の対象とする空家等の種類は次のとおりとします。 

①空家等（法第２条第１項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。 

②特定空家等（法第２条第２項） 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（以下

「ガイドライン」という。）に該当した空家をいいます。具体的には次の状態にあ

る空家です。 

ア）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

イ）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

ウ）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

エ）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

③危険な状態にある空家等（条例第２条第１号及び第２号） 

条例第２条第１号に定義する空家等で、次に掲げるものをいいます。また、一棟

の建物を区分しそれぞれ独立した住戸としたもので、その一部住戸が居住その他の

使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地についても、条例で定義

する空家等に含むものとします。 

ア）老朽化若しくは台風等の自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、又は当

該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散することにより、町民等の

生命身体若しくは財産に害を及ぼすおそれのある状態 

イ）不特定の者に建物その他の工作物又はその敷地に侵入され、犯罪又は火災等を

誘発するおそれのある状態 

ウ）樹木等の繁茂又はねずみ、害虫等の発生により、周囲の生活環境の保全に支障

を及ぼすおそれがある状態 
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④不良住宅 

住宅地区改良法第２条第４項に規定する不良住宅であって、次に掲げる要件を全

て満たすものをいいます。 

ア）住宅地区改良法施行規則第１条第１項の住宅の不良度の測定方法に基づき測定

した評点が１００点以上であること 

イ）故意に破損させたものでないこと 

⑤居住可能な空家 

現状のまま居住することができるもののほか、リフォームを行うことにより居住

可能である空家をいいます。 

 

（３）基本方針 

   空家等の管理について、第一義的には所有者等が自らの責任により的確に対応す

ることが前提になります。また、空家等を原因とする損害等に関する民事上の事件

についても、財産権、所有権に基づき当事者同士で解決を図ることが原則となりま

す。 

①所有者の適切な管理の啓発 

   管理不全な空家等がもたらす様々な問題の解消には、空家等所有者が自らの責任

により適切に管理することが原則であることを啓発します。 

 

②定住促進による活気あるまちづくり 

   町が空家等の情報を管理し、相談体制を充実することにより、定住・人口増促進

に繋げ、活気あるまちづくりを目指します。 

 

③法に基づく措置等の実施 

管理不全な空家等については、現地調査や所有者確認を行い、法に基づく助言又

は指導、勧告、命令などの必要な措置を講じます。また、同法以外の他法令での措

置により是正が可能な場合は関係部署、関係機関と連携しながら、空家等全般に対

し、管理不全な空家等への対策を講じます。 

なお、町が行う措置は、空家等の解体を前提としたものではなく、公益性に基づ

く危険回避のため最小限の範囲で措置を行うものとします。 
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第２章 空家等の調査に関する事項 

 

 町民からの情報提供を広く求め、適切な管理が行われていない空家等には、所有者等

を確認するための調査等を行うとともに、助言・指導等により所有者に適切な管理を促

します。 

 

１．調査 

 本計画における空家等の調査は、以下の調査とします。 

（１）実態調査 

平成２８年度に町内全域の空家等を対象に行った実態調査の結果については、空

家等対策計画の基礎資料とします。 

（２）個別調査（外観調査） 

条例第５条の規定に基づく情報提供、苦情等のあった空家等については、その所

在地、所有者、外観等を調査します。 

（３）個別調査（立入調査） 

外観調査により特定空家等と疑われる空家等に対しては、立入調査を実施します。 

 

２．所有者等の確認 

（１）当該空家等の近隣住民や関係者等から情報収集を行います。 

（２）登記・固定資産税情報で、事実確認を行います。 

（３）所有者が死亡し、相続登記未了の場合は、戸籍情報で相続人の確認を行います。 

（４）調査結果に基づき、該当者に通知し、所有者等を確定します。 

 

３．所有者等が確認できない場合 

（１）未登記の空家等における所有者等の確認 

① 未登記等により所有者が確認できない場合は、法第１０条第１項の規定に基づき、

固定資産税情報のうち所有者等に関する情報の開示請求を行い、その情報をもとに、

所有者等を確定します。 

② 固定資産税情報で所有者等を確定できない場合は、「過失なく所有者等を確知で

きない」所有者不明の空家等と判断します。 

 

（２）所有者等所在不明の確認 

所有者等確認のため該当者に送付した郵便が返送された場合は、送付先の市町村

に住民票の閲覧請求を行う等調査を行った後、なおも所在が不明な場合には、「過

失なく、所有者等を確知できない」所有者不明の空家等と判断します。 
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第３章 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

 

１．所有者等による空家等の適切な管理の促進 

町は「個人の財産である空家等の管理は、所有者等が自ら行うことが原則であるこ

と」の理解を改めて促し、空家等が管理不全状態になることを未然に防ぐための対策

を進めていきます。 

但し、所有者等が死亡又は不明な場合には、法及び条例に基づき、町において調査

を行い、相続人などの空家等の適切な管理を行う義務者を特定し、的確な助言・指導

を行うなど、空家等の適切な管理を促します。 

なお、所有者等やその相続人など、空家等を適切に管理する義務がある者が確知で

きない場合には、法に基づく略式代執行を含めて町が所有者等に代わり、危険性を除

却することも検討します。 

 

２．相談体制の整備 

町は「空家等に関する相談窓口」を庁舎内に設置し、相談には担当課が適切に対応

します。 

 

３．町内自治区及び関係機関との連携 

空家等の問題は相隣間の問題だけでなく、地域の生活環境への影響など地域の問題

となっています。 

このため、町は、町内自治区及び関係機関等と連携協力しながら、適切に管理され

ていない空家等について、法及び条例に基づき所有者等に適切な管理を行うよう促す

とともに、空家等の活用・流通を促していきます。 
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第４章 居住可能な空家等の活用の促進に関する事項 

 

 町は町内の特定空家等の解体により空家等の解消に努めるとともに、居住可能な空家

及びその跡地（空地）を地域資源と捉え、中古住宅としての市場流通促進やリノベーシ

ョン（高付加価値化）による有効活用を促進していくための方策を図ります。 

 

１．居住可能な空家等の活用策（空き家バンクの推進） 

町は、空き家バンク事業（大町町空き家バンク制度）を推進することにより、空家

等の解消、住環境の整備及び定住人口の促進に努めます。 

○空き家バンクとは 

 空家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を、空家の利用を希望す

る人に紹介する制度で、「空家の解消」、「住環境の整備」、「定住人口増の促進によ

る地域の活性化」を図ることを目的とする制度です。 

 

 

２．町補助金の活用促進 

  町は、空家等の解消に向け、町補助金制度についての活用促進に努めます。 

【大町町空き家活用対策事業費補助金】 

 対 象 者：大町町空き家活用対策事業費補助金交付要綱第２条第１項に該当する者 

 対象経費：①空家の改修費用 ②不要物の撤去費用 

 補助金額：補助対象経費の２分の１（上限額：①５０万円 ②１０万円） 
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第５章 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

 

１．適切な管理が行われていない空家等への町の対応 

適切な管理が行われていない空家等は、防災・衛生・景観等において地域住民の生

活環境に悪影響を及ぼしています。 

町では、空家等について、所有者自らの責任において問題の解決を図ることを原則

とし、空家等所有者や管理者への啓発や注意喚起を行うことで、管理不全な空家等の

防止・解消を促します。 

 

２．特定空家等の判断基準 

空家等が特定空家等に該当するか否かについては、ガイドラインに定める基準等を

参考に判断します。 

 

特 定 空 家 等 と 認 め ら れ る 事 例 

そのまま放置すれば倒壊等 

著しく保安上危険となる 

おそれのある状態 

・建築物の倒壊等のおそれ 

・屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

・擁壁が老朽化し危険となるおそれ 

そのまま放置すれば 

著しく衛生上有害となる 

おそれのある状態 

・建築物又は設備等の破損が原因で、汚物等の流出、 

 臭気の発生 

・ごみ等の放置、不法投棄が原因で、臭気の発生、 

衛生動物の多数発生 

適切な管理が行われて 

いないことにより著しく 

景観を損なっている状態 

・既存の景観に関するルールに著しく不適合 

・周囲の景観と著しく不調和 

その他周辺の生活環境の 

保全を図るために放置する 

ことが不適切である状態 

・立木の腐朽、倒壊等が原因で、地域住民や通行等に 

 著しい悪影響 

・空家等に住みついた動物等が原因で、地域住民の 

日常生活に支障、悪影響 

・建築物等の不適切な管理等が原因で、生活環境への 

 危険等 
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３．特定空家等に対する措置 

法により特定空家等に対する助言又は指導、勧告、命令等が規定されており、ガイ

ドラインに基づいて措置します。 

 

（１）助言又は指導（法第１４条第１項） 

特定空家等の所有者等に対して、適切な管理のための必要な措置を講ずるよう助

言・指導を行います。 

 

（２）勧告（法第１４条第２項） 

特定空家等の所有者等に対して、助言又は指導を行っても改善が見られない場合、

相当な猶予期限を定めて適切な管理のために必要な措置を講ずるよう勧告を行い

ます。勧告の文書には、勧告に係る措置の内容及びその理由、責任者、勧告に係る

措置を実施した場合の報告、勧告に係る措置を取らなかった場合は命令を行う可能

性について記載するほか、地方税法の規定に基づき固定資産税の住宅用地特例の対

象から除外されることを記載します。 

 

（３）命令（法第１４条第３項） 

特定空家等の所有者等に対して、勧告を行っても改善が見られない場合、相当な

猶予期限を定めて必要な措置を講ずるよう命じます。命令を実施するときは、法に

基づく事前手続きを行った上で、命令の内容を所有者等に正確に到達させるため書

面で行うものとします。また、その送達方法は、行政処分であるため配達証明かつ

内容証明郵便で行います。 

 

（４）代執行（法第１４条第９項） 

特定空家等の所有者等に対して、命令を行っても改善が見られない場合、町が所

有者等に代わり、当該空家等の除却等必要な措置を講じます。 

なお、この措置に要した費用については、当該所有者等に請求します。 

 

（５）略式代執行（法第１４条第１０項） 

略式代執行については、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知するこ

とができないときに行うことができるとされています。 

略式代執行を行うか否かについては、所有者等の調査状況、特定空家等の状態及

び周辺の生活環境への影響を勘案する必要があります。 
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４．危険な状態にある空家等に対する措置 

条例に基づき、助言及び指導、勧告、命令等の措置を行います。 

 

（１）助言及び指導（条例第８条） 

危険な状態にある空家等の所有者等に対して、適切な管理のための必要な措置を

講ずるよう助言・指導を行います。 

（２）勧告（条例第９条） 

危険な状態にある空家等の所有者等に対して、助言・指導を行っても改善が見ら

れない場合、期限を定めて適切な管理のために必要な措置を講ずるよう勧告を行い

ます。     

（３）命令（条例第１１条） 

危険な状態にある空家等の所有者等に対して、勧告を行っても改善が見られない

場合、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命じます。 

（４）代執行（条例第１３条） 

危険な状態にある空家等の所有者等に対して、命令を行っても改善が見られない

場合、町が所有者等に代わり、当該空家等の除却等必要な措置を講じます。 

なお、この措置に要した費用については、当該所有者等に請求します。 

（５）緊急安全措置（条例第１４条） 

空家等の倒壊等が原因で、人の生命、身体財産に重大な危害を及ぼす等の危険な

状態が切迫していると認められるときは、町が所有者等に代わり、危害を避けるた

めに必要な最低限の措置を講じます。 

なお、この措置に要した費用については、当該所有者等に請求します。 

 

５．危険な状態にある空家等に対する支援措置 

本町では条例第８条の規定による助言若しくは指導又は条例第９条の規定による

勧告に従って危険な状態にある空家等の除却を行う者で、資力不足等経済的な理由に

より処置が行えない所有者等に対して、補助金を交付します。 

 

【大町町危険な空家除却事業費補助金】 

対象経費：建物の解体、運搬、処分にかかる経費 

補助金額：補助対象経費の５分の４（上限額：２００万円）  
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第６章 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

 

空家等に関する相談については、法令や税制度、町の補助制度、相続問題等多岐にわ

たるものとなっており、相談者が相談内容に応じて担当する窓口に直接相談するのは困

難な状況です。そのため、本町では生活環境課を空家等相談についての受付窓口として、

相談内容に応じて、適切な部署に相談内容を引き継いでいきます。 
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第７章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

１．庁内の組織体制及び役割 

空家等対策は課題が多岐に渡るため、相談内容に応じて関連する部署と情報共有・

連携した対応が必要となります。町では以下の実施体制を基本として、空家等の課題

に関連する関係部署と連携体制を構築し、空家等対策に取り組みます。 

 

生活環境課 ： 空家等対策の全般に関すること 

総 務 課 ： 防犯対策、災害対策及び災害時の応急措置等 

企画政策課 ： 空き家バンクの運用 

町 民 課 ： 相続人、固定資産課税台帳等の情報提供 

農林建設課 ： 公衆用道路への影響判断 

福 祉 課 ： 単身高齢世帯等の情報提供 

 

 

２．関係機関との連携 

（１）法務局・弁護士会・司法書士会・土地家屋調査士会・宅地建物取引業協会 

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続き等 

（２）不動産業者 

所有者の空家等利活用相談、空家バンクの充実等 

（３）建築士会 

空家等の解体や改修の相談及び対応等 

（４）警察 

危険回避のための対応等 

（５）消防 

災害対策及び災害時の応急措置等 

（６）町内自治区 

空家情報（空家になる可能性のあるものも含む）の提供及びその跡地（空地）の利

活用等 
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第８章 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

１．計画の見直し      

第１章に記載のとおり、令和９年度に見直しを行います。 

また、計画期間中であっても、法令や国の補助制度等の改正や社会情勢の変化等に

あわせ、適宜必要な見直しを行います。 

 

 

２．公表 

本計画を作成又は変更したときは、法第６条第３項に基づき、町のホームページへ

の掲載等により公表します。 

 

 

 


